
適正車両数への減車協議

「注意書」での公取りが圧力
（ハイタクフォーラム）

２０１１年１２月２２日 適正な車両台数・公正な運賃にブレーキ

公取委の最終決定は、こうした労使の訴えや自治体の首長の意見をもまったく無視し、ハ
イタクの厳しい実情に眼や耳を閉ざした「弱者たたき」と言わざるを得ません。さらに、
ハイタク産業における規制緩和の誤りを是正しようとする見直しに待ったをかけ、再び規
制緩和に引き戻そうとする動きに他なりません。見逃せないのは、公取委が各事業者に当
てた命令書に添付し、台数削減（減車）に係わる「注意書」を出したことです。この注意
書の中で 「各社の削減台数の割り当てなどを話し合っていた」ことは、独禁法違反だと、
牽制していることです。こうした公取委の姿勢によって、これまで特措法に基づいて全国
で進められてきた減車ならびに運賃の適正化の動きや、公正な運賃・萎縮させ、ブレーキ
をかけることが懸念されています。全自交労連などハイタクフォーラムは、２２日、公取
委命令に対する抗議声明を出すとともに、引き続き新潟の仲間と連携を強め、この問題は
全国の問題であるという観点から、公取委の理不尽な対応、不当な命令を糺して闘ってい
いきます。


